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  告　　　　　示  

山形県告示第460号

　地方自治法（昭和22年法律第67号)第252条の36第１項の規定により、包括外部監査契約を次のとおり締結した。

　なお、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第174条の49の25第２項に規定する書面の写しは、平成20年３月

31日まで総務部改革推進室改革推進課において一般の閲覧に供する。

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　契約の期間の始期　　平成19年４月１日

２　費用の額の算定方法　　基本費用の額と執務費用及び実費の額とを合算した金額

３　契約を締結した者の氏名及び住所　　氏名　髙　　橋　　一　　夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　山形市六日町６番37号

４　費用の支払方法　　監査の結果に関する報告が提出された後に支払う。ただし、必要があると認めるときは概

算払をするものとし、監査費用の額の確定後に精算する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出が

あった。 

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第463号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から次のとおり休止する旨の届出が

あった。

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成19. 4. 1上山市金谷字金ヶ瀬1120－１す み れ 薬 局 上 山 店

廃止年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成18. 5.17最上郡最上町大字向町570番地有限会社　最 上 調 剤 薬 局

同    　  12.20東置賜郡高畠町大字高畠936番地株式会社　三 郎 薬 局

休止年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成18. 8. 1新庄市沖の町４番34号キ ク 歯 科 医 院



山　　形　　県　　公　　報 第1834号平成19年４月20日（金曜日）

677

山形県告示第464号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第465号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、大町溝土地改良区の次の役員が退任した旨の届

出があった。

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成19. 3.12南陽市宮内2913番地

福 祉 用 具 貸 与

介護予防福祉用具

貸与

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売

南陽市ケアサプライ

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

酒田市四ツ興野96番地齋 藤　 隆理 事

同　　大川渡字五反割４番地岩 崎　 直同

同　　生石字滝野沢71番地庄 司 健 吉同

同　　小牧86番地鈴 木 敏 夫同

同　　砂越字上川原441番地伊 藤 幹 雄同

同　　郡山80番地佐 藤 清 人同

同　　竹田字清水下26番地富 樫 賢 一同

同　　大野新田字村南164番地佐 藤　 良同

同　　山寺字宅地130番地の２齋 藤 誠 一同

同　　山谷字三ヶ沢13番地齋　 藤　 久 太 郎監 事

同　　亀ヶ崎四丁目３番２号松 田　 操同

同　　小見字早房19番地寒 河 江　 　 　 繁同
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山形県告示第466号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、大町溝土地改良区の役員に次の者が就任した旨

の届出があった。

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第467号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、庄内赤川土地改良区の役員に次の者が就任した

旨の届出があった。

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第468号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を

終了した旨の通知があった。

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

酒田市四ツ興野96番地齋 藤　 隆理 事

同　　小牧86番地鈴 木 敏 夫同

同　　砂越字上川原441番地伊 藤 幹 雄同

同　　郡山80番地佐 藤 清 人同

同　　大野新田字村南164番地佐 藤　 良同

同　　臼ヶ沢字池田通90番地平 向 德 正同

同　　生石字登路田71番地の１前 田　 茂同

同　　中牧田字山岸52番地佐 藤 孝 喜同

同　　山寺字宅地57番地の１須 田 正 弘同

同　　山谷字三ヶ沢13番地齋　 藤　 久 太 郎監 事

同　　小見字早房19番地寒 河 江　 　 　 繁同

同　　亀ヶ崎四丁目４番15号木 村　 隆同

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

鶴岡市羽黒町石野新田字中川原４番地佐 藤 満 義理 事
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１　基本測量を実施した地域

　　山形県内全域

２　基本測量を実施した期間

　　平成18年４月20日から平成19年３月23日まで

３　作業の種類

　　基本測量（１：25,000地形図修正測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第469号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整

備局飯豊山系砂防事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった｡

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　公共測量を実施した地域

　　荒川水系流域内（長井市、小国町、飯豊町）

２　公共測量を実施した期間

　　平成18年９月22日から平成19年３月19日まで

３　作業の種類

　　公共測量（荒川水系空中写真測量作業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第470号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を

実施する旨の通知があった。

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　基本測量を実施する地域

　　山形県内全域

２　基本測量を実施する期間

　　平成19年４月９日から平成20年３月24日まで

３　作業の種類

　　基本測量（１：25,000地形図修正測量）

  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第57号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、政治団体から次のとおり政治団体の設立の

届出があった。

　　平成19年４月20日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　その他の政治団体

届出年月日主たる事務所の所在地
会 計 責 任 者
の 氏 名

代表者の氏名政治団体の名称

平成

19. 2.22
米沢市通町８丁目２－６工 藤 丈 子山 田 一 夫工 藤 正 雄 後 援 会

同

2.28

西置賜郡白鷹町大字鮎貝1282－

３
菅　 幸 郎吉 川　 勇菅 祐 二 後 援 会
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山形県選挙管理委員会告示第58号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、政治団体から次のとおり届出事項の異動の

届出があった。

　　平成19年４月20日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　政　党

同

3. 5
西置賜郡小国町大字湯花126伊　藤　孝太郎小 林　 昇小 林 よ し み 後 援 会

同

3. 7
山形市桜田西５丁目７番３号高 橋 沙 知大 泉 正 信伊 藤 か お り 後 援 会

同山形市小白川町４－13－15石 川　 渉井 上 龍 男佐 藤 あ き 子 後 援 会

同

3.12
西置賜郡小国町大字大宮149番地渡 部 春 昭小 関 佳 雄遠 藤 か ず ひ こ 後 援 会

同

3.15
村山市大字富並2218寺 崎　 繁高 橋 浩 幸斉 藤 か ん ゆ う 後 援 会

同新庄市大字萩野1115伊 藤 賢 一草 間 哲 雄斎 藤 義 昭 後 援 会

同

3.19

上山市十日町７－８上山市医師

会事務所内
原 田 正 夫青 山 新 吾上 山 市 医 師 連 盟

同

3.20
西村山郡河北町大字岩木217－２後 藤 恒 夫安 達 勝 一まつだ収作を励ます会

同

3.22
東村山郡山辺町大字北作1255佐 藤 貞 志吉 田 朝 夫樋 口 和 男 を 励 ま す 会

同

3.23
上山市河崎三丁目９番１号佐 藤 孝 輔石 山 正 明石 山 正 明 後 援 会

同

3.27
上山市金瓶239－１白 崎 英 子白 崎　 功白崎功と市政を考える会

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成

19. 2.22
鈴 木　 昭添 川 清 人会 計 責 任 者

国民新党憲友会山形県

支部

同

3.2
小 関 善 久鈴 木 重 行代 表 者

自由民主党山形県自動

車整備支部

同

3.14
半 田 春 吉武 田 忠 一代 表 者

自由民主党山形県ト

ラック支部

同

3.29
小 野 寺　 喜　 一武 田 吉 則代 表 者

自由民主党山形県ハイ

タク支部
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　資金管理団体

　その他の政治団体

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成

19. 2.14

東置賜郡高畠町大字相

森187－11

東置賜郡高畠町大字高

畠1349－６
主たる事務所の所在地

安 部 れ い こ 後 援 会
東置賜郡高畠町大字相

森187－11

東置賜郡高畠町大字高

畠1349－６
代 表 者 の 住 所

東置賜郡高畠町大字相

森187－11

東置賜郡高畠町大字高

畠1349－６
会 計 責 任 者 の 住 所

同

3.15
阿 部　 博奥 山 静 枝会 計 責 任 者今田雄三政治研究会

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成

19． 1.31
斎 藤 和 夫大 泉 紀 代代 表 者平 弘 造 後 援 会

同

2.20
渋　 間　 佳 寿 美鈴 木 芳 高代 表 者渋 間 佳 寿 美 後 援 会

同

2.22
出 羽　 和笹 井 祐 之会 計 責 任 者米 沢 市 医 師 連 盟

同

2.27
佐 藤 徳 敏米 川 美 久会 計 責 任 者斎 藤 修 一 後 援 会

同

3. 1
加 藤 勝 義加 藤 昭 一会 計 責 任 者鈴木君徳君を励ます会

同

3. 2
小 関 善 久鈴 木 重 行代 表 者

山形県自動車整備政治

連盟

同

3. 5
国 井 一 彦坂 部　 登代 表 者阿 部 正 俊 後 援 会

同杉　 沼　 助 三 郎中 村 一 雄代 表 者

高橋か一郎はげます会
同

3. 7
山形市大字柏倉42－11山形市大字柏倉1127主たる事務所の所在地

同石 田　 啓髙 橋 勲 夫代 表 者

たかなし勇吉後援会

同川 崎 正 夫滝 田 一 男会 計 責 任 者

同大 場 正 巳大 風 茂 吉代 表 者

山 形 新 風 会

同岡 崎 綾 子小 川 久 義会 計 責 任 者

同

3. 8
堀 内 松 栄大 峽 正 吉会 計 責 任 者吉 田 芳 一 後 援 会

同

3.14
齋 藤 裕 之飯 鉢 文 吉代 表 者長 井 洋 山 会
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山形県選挙管理委員会告示第59号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次のとおり政治団体でなくなった旨の届出

があった。

　　平成19年４月20日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　資金管理団体

　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同

3.14
半 田 春 吉武 田 忠 一代 表 者

山形県トラック事業経

営研究会

同

3.15
阿 部 博茅 野 博代 表 者こ ん た 雄 三 後 援 会

同三 浦 健鈴 木 直 樹会 計 責 任 者
山形県民社協会天童支

部

同

3.22
遠 藤 栄 一石 山 憲 司会 計 責 任 者遠藤登後援会連合会

同遠 藤 和 男石 山 憲 司会 計 責 任 者天童の未来を拓く会

同

3.23

天童市田鶴町４－18－

22－102

天童市田鶴町３－３－

18
主たる事務所の所在地

21 世 紀 天 童 の 会

原 田 芳 和狩 野 佳 和代 表 者

同

3.27

村山郡山辺町大字山辺

1065番地１

東村山郡山辺町大字山

辺1046番地
主たる事務所の所在地遠藤なおゆき後援会

同

3.28
菱 沼 国 男高 橋 一 郎代 表 者水 戸 た も つ 後 援 会

政治団体でなくなった年月日政治団体でなくなった理由政 治 団 体 の 名 称

平成19. 2.28解　　　　　散伊藤さとし後援会

政治団体でなくなった年月日政治団体でなくなった理由政 治 団 体 の 名 称

平成18.12.31解　　　　　散渡部博後援会

平成19. 2.14解　　　　　散ひびき愛21世紀の会

平成19. 2.28解　　　　　散斉藤かんゆう後援会

平成19. 1.27解　　　　　散山形県社会福祉政治連盟

平成19. 3.19解　　　　　散西尾雅樹後援会
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山形県選挙管理委員会告示第60号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成16年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成19年４月20日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（その他の政治団体）　単位：円

西尾雅樹後援会
斉藤かんゆう後

援会
政 治 団 体 の 名 称

19. 3.1919. 3.15報告年月日

00収入総額

00　　前年繰越額

00　　本年収入額

00支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

00　政治活動費

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第61号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成17年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成19年４月20日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（その他の政治団体）　単位：円

西尾雅樹後援会
斉藤かんゆう後

援会
政 治 団 体 の 名 称

19. 3.1919. 3.15報告年月日

00収入総額

00　　前年繰越額

00　　本年収入額

00支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

00　政治活動費

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第62号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成18年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成19年４月20日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

（資金管理団体）（その他の政治団体）　　　　　　　　 単位：円

斉藤かんゆう後

援会

山形県社会福祉

政治連盟

ひびき愛21世紀

の会

伊藤さとし後援

会
政 治 団 体 の 名 称

19. 3.1518. 3. 519. 3. 119. 3.19報告年月日

0377,58530,000768,250収入総額

0319,5850730,750　　前年繰越額

058,00030,00037,500　　本年収入額

067,32830,00074,500支出総額

本年収入の内訳

58,000

29

37,500

75

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0030,0000　寄附（内訳別掲）

30,000　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

08,91000　経常経費

8,910

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

058,41830,00074,500　政治活動費

0

58,418

0

30,000

0

74,500

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤さとし後援会

○資金管理団体の指定の状況　　　　　　　　　　

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

　伊　藤　　　諭　　　　　　　　　　　　　　　県議会議員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　単位：円

西尾雅樹後援会政 治 団 体 の 名 称

19. 3.19報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第63号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成18年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成19年４月20日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（その他の政治団体）単位：円

渡部博後援会政 治 団 体 の 名 称

19. 2.28報告年月日

59,910収入総額

3,910　　前年繰越額

56,000　　本年収入額

59,910支出総額

本年収入の内訳

56,000

56

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

0

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

15,600　経常経費

8,600

7,000

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

44,310　政治活動費

25,880

0

18,430

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

18,430　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第64号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成19年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成19年４月20日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

（資金管理団体）（その他の政治団体）　　　　　　　　 単位：円

斉藤かんゆう後

援会

山形県社会福祉

政治連盟

ひびき愛21世紀

の会

伊藤さとし後援

会
政 治 団 体 の 名 称

19. 3.1519. 3.1519. 3. 119. 3.31報告年月日

0310,2800693,750収入総額

0310,2570693,750　　前年繰越額

02300　　本年収入額

0310,28000支出総額

本年収入の内訳

0

0

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

23

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

09,78000　経常経費

9,780

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0300,50000　政治活動費

0

180,500

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

120,000

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤さとし後援会

○資金管理団体の指定の状況　　　　　　　　　　

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

　伊　藤　　　諭　　　　　　　　　　　　　　　県議会議員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　単位：円

西尾雅樹後援会政 治 団 体 の 名 称

19. 3.19報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第65号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定により、公職の候補者から次のとおり資金管理団体

の指定の届出があった。

　　平成19年４月20日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第66号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、公職の候補者から次のとおり届出事項の異

動の届出があった。

　　平成19年４月20日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第67号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、公職の候補者から次のとおり資金管理団体

の指定を取り消した旨の届出があった。

　　平成19年４月20日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

届 出 年 月 日代表者の氏名主たる事務所の所在地
資金管理団体

の名称　　　
公 職 の 種 類届出者の氏名

平成19. 3.23狩 野 佳 和天童市田鶴町３－３－18
21世紀天童の

会

天童市議会議

員
狩 野 佳 和

指定取消年月日資金管理団体の名称公職の候補者の氏名

平成19. 3.19　伊藤さとし後援会伊藤　諭

届出年月日

内　　　　　　　　　　　容

異 動 事 項公 職 の 種 類
届出をした者
の氏名

旧新

平成

19. 2.14

東置賜郡高畠町大字

相森187－11

東置賜郡高畠町大字

高畠1349－６

主たる事務所の

所在地
高畠町議会議員安部励子

同

3.15
阿 部　 博奥 山 静 枝会 計 責 任 者新庄市議会議員今田雄三

同

3.28

山形市長（候補者とな

ろうとする者）
山形市長（現職）公 職 の 種 類山 形 市 長市川昭男

同

3.30

山形県議会議員（候補

者となろうとする者）

山形市議会議員（候補

者となろうとする者）
公 職 の 種 類山形県議会議員五十嵐右二
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  企 業 局 関 係  

告　　　　　示

山形県企業告示第２号

　県民ゴルフ場管理条例（平成10年３月県条例第35号）第９条第２項の規定により、県民ゴルフ場の利用料金を次

のとおり承認した。

　　平成19年４月20日

山形県企業管理者　　遠　　　藤　　　克　　　二

１　利用料金

　備考

　１　「土曜日等」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す

る休日をいい、「平日」とは、それ以外の日をいう。

２　次に掲げる者が利用する場合のコース利用料金の額は、この表の額に100分の80を乗じて得た額とする。

　(1) 年齢65歳以上の者

　(2) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第４条に規定する身体障害者

　３　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する小学校、中学校若しくは高等学校の児童若しくは生

徒又はこれらに準ずる者が利用する場合のコース利用料金の額は、この表の額に  100分の50を乗じて得た額

とする。

２　適用期間

　　平成19年５月１日から平成23年１月31日まで

  公　　　　　告  

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、県有地及び県有建物の売買について、一般競争

入札を次のとおり行う。

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

利　　　用　　　料　　　金区　　　　　　　　　　分

2,067円１人９ホールまで平日コース利用料金

（グリーンフィ）

4,135円１人18ホールまで

368円１人18ホールを超え９ホールまで

3,968円１人９ホールまで土曜日等

7,935円１人18ホールまで

1,418円１人18ホールを超え９ホールまで

682円１人９ホールまで乗用カート利用料金

（カートフィ）

1,365円１人18ホールまで

682円１人18ホールを超え９ホールまで
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１　入札の場所及び日時並びに入札に付する物件及び予定価格

　(注)　予定価格は、消費税及び地方消費税を含む金額である。

２　入札参加者の資格

　　次の各号に該当しない者

　(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者

　(2) 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当し、その事実があった後２年を経過しない者

３　契約条項を示す場所

　　総務部管財課

４　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金　入札見積価格の100分の５以上

　(2) 契約保証金　契約金額の100分の10以上

５　入札の無効

　　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効である。

６　その他

　(1) 説明会の場所及び日時

　(2) 郵便による入札は、認めない。

　(3) 入札、入札条件及び契約に関する詳細については、総務部管財課（電話023(630)2066）に問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　調理師法（昭和33年法律第147号）第３条の２第１項の規定により、平成19年度調理師試験を次のとおり実施する。

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　試験の日時及び場所

　(1) 日　時　平成19年７月10日（火）

　(2) 場　所　山形市及び三川町

２　受験手続

　調理師試験受験願書を平成19年６月１日（金）から同月12日（火）までの間に、県内在住の者は最寄りの総合

支庁保健福祉環境部生活衛生課（最上総合支庁にあっては、保健企画課生活衛生室）に、県外在住の者は山形市

松波二丁目８番１号健康福祉部保健薬務課に提出すること。（県外在住の者については、郵送による提出も可能

とし６月12日までの消印のあるものに限り受け付ける。）

３　その他

　詳細については、健康福祉部保健薬務課（電話023－630－2329）又は各総合支庁保健福祉環境部生活衛生課

（最上総合支庁にあっては、保健企画課生活衛生室）に問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

予定価格入 札 に 付 す る 物 件日　　　　　時場　　　　　　　所

5,600,000円新庄市大字松本字家の浦83番地５

土地及び建物

宅　地（実測）377.21平方メートル

　　　（公簿）309.24平方メートル

住宅建　　　　 86.93平方メートル

平成19年５月18日(金)

午前11時

新庄市金沢字大道上2034番地

最上総合支庁　講堂

日　　　　　時場　　　　　　　所入 札 に 付 す る 物 件

平成19年５月８日(火)

午前11時

新庄市金沢字大道上2034番地

最上総合支庁　講堂

新庄市大字松本字家の浦83番地５

土地及び建物

宅地（実測）377.21平方メートル

　　（公簿）309.24平方メートル

住宅建　　　 86.93平方メートル



山　　形　　県　　公　　報 第1834号平成19年４月20日（金曜日）

693

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項の規定により、山形県県営住宅の入居者の一般公募を次のとお

り行う。

　　平成19年４月20日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘
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（注)　「収入」とは、入居者（申込者）及び同居親族の過去１年間における所得税法（昭和40年法律第33号）の例 

　　により算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。

　(1) 同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居親族以外のもの１人につき　380,000円

　(2) 控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が老人扶養親族である場合には、その老人控

除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき　100,000円

　(3) 扶養親族が特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族１人につき　200,000円

　(4) 入居者又は(1)に規定する者に障害者がある場合には、その障害者１人につき　270,000円（その者が特別障

害者である場合には、400,000円）

　(5) 入居者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫１人につき　270,000円（その者の

所得金額が270,000円未満である場合には、当該所得金額）

２　入居者の資格

　県営住宅に入居することができる者は、次の(1)から(3)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

　(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む｡）があること。

　(2) その者の収入が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。

　　イ　次のいずれかに該当する場合　268,000円

(ｲ) 入居者又は同居親族に障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者でその障害の程度

が、次のａ、ｂ又はｃに掲げる障害の種類に応じ、それぞれａ、ｂ又はｃに定める程度のものがある場合

　　　　ａ　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級まで

ｂ　精神障害（知的障害を除く。）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

　155号）第６条第３項に規定する１級又は２級

　　　　ｃ　知的障害　ｂに規定する精神障害の程度に相当する程度

　　　(ﾛ) 入居者が60歳以上の者又は昭和31年４月１日以前に生まれた者であり、かつ、同居親族のいずれもが60

歳以上又は昭和31年４月１日以前に生まれた者若しくは18歳未満の者である場合

　　　(ﾊ) 入居者又は同居親族に、次のいずれかに該当する者がある場合

ａ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第２条第１項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国

土交通省令で定める程度であるもの

ｂ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生大

臣の認定を受けている者

　　　　ｃ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者

　　　(ﾆ） 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

　　ロ　イに掲げる場合以外の場合　200,000円

　(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

３　選考方法

　　募集の区分欄に「一般用」とあるのは、心身障害者世帯、高齢者世帯、母子世帯、生活保護世帯、多子世帯、

入居申込みに係る過去１年間（平成16年８月以降の公募）のうち３回以上の公募に申込み、いずれにおいても選

考されなかった者で一定の要件に該当する世帯の当選確率を優遇して公開抽選とする。

４　申込期間及び方法

　(1) 申込期間　　平成19年４月23日から同月27日まで（ただし、郵送の場合は、平成19年４月27日までの消印の

あるものに限り有効とする｡)

　(2) 申込用紙の請求先及び申込書の提出先　　山形県すまい情報センター　置賜事務所

５　入居の時期　　平成19年６月中旬

正　　　　　誤

正誤行ページ
県 公 報
番　 号

発行年月日

附則第５項とし、附則第８項を
附則第６項

附則第５項47２号外（28）平成19. 4. 1
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